
 

 
 

国立大学法人大分大学年俸制適用教員業績評価細則 

平成２７年３月２６日制定 

平成２７年細則第７号 

 

□（趣旨） 

第１条 この細則は，国立大学法人大分大学年俸制適用教員給与規程（平成２６年規程第４１号。

以下「年俸制給与規程」という。）第５条第４項の規定により，年俸制適用教員（以下「被評価

者」という。）の業績評価に関し必要な事項を定める。 

 

□（実施単位及び組織） 

第２条 被評価者の業績評価の実施単位は，国立大学法人大分大学部局を定める規程（平成１６

年規程第１４号）第２条第３項第１号に定める部局等（以下「部局等」という。）とする。 

２ 部局等の長は，業績評価を実施するための組織（以下「評価組織」という。）を置くことがで

きる。 

 

□（評価者及び調整者） 

第３条 評価者とは，被評価者を評価する者で，部局等の長が別に定める。 

２ 調整者とは，評価者が行った評価を調整する者で，部局等の長とする。 

 

□（評価期間及び対象者等） 

第４条 評価は毎年度実施し，評価の対象となる期間（以下「評価期間」という。）は，４月１日

から翌年の３月３１日までの在職期間とする。ただし，次の各号に該当する者は，評価を実施

しない。 

（１） 評価期間が６か月に満たない者 

 （２） 評価期間中に退職した者 

（３） その他学長が評価を実施しないことが適当と認める者 

２ 前項ただし書により，評価を実施しない者の年俸制給与規程別表第２に定める評価区分（以

下「評価区分」という。）は，標準とする。 

 

□（評価項目及び評価調書） 

第５条 評価は，教育，研究，社会貢献，管理運営及び診療の五つの評価項目により実施するも

のとする。 

２ 前項の項目の詳細は，別表第１を参考とし，必要に応じて調整者が別に定めることができる。 

３ 評価項目は２項目以上を選択し，及び各項目の詳細については２項目以上を選択しなければ

ならない。 

４ 業績評価は，様式第１号の業績評価調書により実施する。 

 

□（評価基準等） 



 

 
 

第６条 被評価者の年度目標に対する達成度は次表の区分により決定する。 

 

達成度 基 準 

５ 目標を大幅に上回った 

４ 目標を上回った 

３ 目標を達成した（標準） 

２ 目標を下回った 

１ 目標を大幅に下回った 

 

２ 調整者は，前項の基準に具体的な指標を定めるものとする。 

３ 各評価項目の詳細の割合は，被評価者の職種及び職務の特殊性，専門性等を考慮し，組織又

は個人ごとに設定する。ただし，当該割合の合計は１００％となるように設定する。 

４ 評価点は，評価項目の詳細ごとに，第１項で定める達成度の数に，評価項目の詳細ごとの割

合を乗じて得た数の合計点とする。 

 

□（評価区分の総数等） 

第７条 評価区分を決定する被評価者の総数に占める被評価者の数の割合は，次の各号に掲げる

割合とする。 

 （１） Ｓ １００分の３以内 

 （２） Ａ １００分の７以内 

 （３） Ｂ １００分の１０以内 

（４） Ｃ １００分の３０以内 

２ 前項に掲げる割合は，上位の評価区分の割合を下位の評価区分の割合に加算することができ

る。 

３ 評価区分のＳＳの基準及び被評価者の総数に占める割合は，学長が別に定める。 

 

□（評価の実施方法） 

第８条 被評価者は，評価期間の開始後，速やかに業績評価調書を記載し，評価者に提出する。 

２ 評価者は，提出された業績評価調書を基に被評価者と面談の上，当該調書を確定させ，必要

に応じて調整者に報告する。 

３ 前項の場合において，調整者は，被評価者及び評価者に当該調書の見直しを命じることがで

きる。 

４ 被評価者は，不測の事態が生じた場合には，評価者及び調整者の合意の上，第２項で確定さ

せた業績評価調書を変更することができる。 

 ５  被評価者は，評価期間終了時に業績評価調書に自己評価結果を記入し，根拠資料と併せて評

価者に提出する。 

 ６ 評価者は，提出された業績評価調書を基に被評価者と面談の上，評価者評価を決定し，被評

価者の確認を得て調整者に報告する。あわせて，評価者は，被評価者に指導・助言を行う。 



 

 
 

 ７ 調整者は，前項で報告された業績評価調書の評価結果に意見がある場合は，評価者及び被評

価者並びに必要に応じて第三者と面談を行い，評価者に見直しを命じることができる。 

８ 調整者は，決定された業績評価調書及び様式第２号の評価区分推薦書を，被評価者の確認を

得た上で役員会へ報告する。 

９ 前項の評価区分の推薦に当たっては，次表の区分を目安とする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 評価者及び調整者は，必要に応じて第２条に規定する評価組織に意見を求めることができ

る。 

 

□（役員会による評価及び評価結果の通知） 

第９条 役員会は，調整者から報告があった業績評価調書等に基づき総合評価を行い，評価区分

を決定する。 

２ 前項の場合において，役員会は，調整者に資料の提出を求め，面談等を実施することができ

る。 

３ 役員会は，第１項で決定した評価区分に対して説明責任を負うとともに，これを調整者及び

被評価者に通知する。 

 

□（懲戒等による評価区分） 

第１０条 次の各号に掲げる職員の評価区分は，当該各号に定める評価区分に決定するものとす

る。 

 （１） 評価期間において訓告及び厳重注意を受けた職員 第９条第１項で決定した評価区分

の１区分下位の区分 

 （２） 国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号。以下「就業規則」とい

う。）第６３条に規定する懲戒処分を受けた職員（次項において規定するものを除く。） 

Ｅ 

（３） 就業規則第６３条に規定する懲戒処分を受けた職員（その対象となった事実の勤務成

績に及ぼす影響の程度が著しいと役員会が認めるもの。） Ｆ 

 

評価点 
評価区分の

目安 

４．８以上～ Ｓ候補 

４．４以上～ Ａ候補 

３．９以上～ Ｂ候補 

３．４以上～ Ｃ候補 

２．７以上～ 標準以上 

１．９以上～２．７未満 Ｄ候補 

１．０以上～１．９未満 Ｅ候補 



 

 
 

□（不服の申立て） 

第１１条 被評価者は，第９条第１項の規定により決定された自身の評価結果について不服があ

る場合は，原則として３０日以内に国立大学法人大分大学苦情処理委員会へ申し立てることが

できる。 

 

□（雑則） 

第１２条 この細則に定めるもののほか，年俸制適用教員の業績評価の実施に関し必要な事項は，

学長が別に定める。 

 

附 則 

□この細則は，平成２７年３月２６日から施行する。 

 
  附 則（平成３１年細則第１号） 

この細則は，令和元年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

別表第１（第５条関係） 

評価項目 評価項目の詳細 

教育 入学受験者の確保に関する貢献，入試に関する貢献，教育方法等の改善，授業

への貢献，学生指導，卒業生の進路に関する指導等 

研究 論文の発表，科学研究費の獲得，その他の外部資金の獲得等 

社会貢献 国・地方公共団体における審議会等の委員就任，学会の運営に関する活動，公

開講座等の講師担当，その他の地域活動，国際活動等 

管理運営 全学及び部局委員会の担当，その他の管理運営業務等 

診療 外来・入院患者への診療，病院管理業務への貢献（病棟管理業務），治験への貢

献（運営，データ処理等含む），先進医療への貢献，臨床研究への貢献等 

 



項目
割合
％

項目の詳細
割合％
（詳細）

達成度
（自己評
価）

達成度
（評価者
評価）

評価点

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

研
究

0
② 目標

目標

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

①

②

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

目標

様式第１号

具体的目標

目標

②

　　　　年度　　年俸制適用教員業績評価調書

教
育

①

社
会
貢
献

0

① 目標

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

目標

ふりがな

氏　　名

職　　種

所　　属



0 合計 0 0.00

評価点

被評価者氏名

調整者氏名

評価者氏名

管
理
運
営

0

総合所見を記入

特
記
事
項

期間終了後，評価者が所見を記入

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，評価者が所見を記入

目標

期間終了後，評価者が所見を記入

目標

上記評価項目以外に特記事項があれば記入

　評価者と面談を実施し，上記評価結果を了承しました。

　評価者の評価結果を確認しました。

①

評
価
者
記
入
欄

②

②

0

期間終了後，評価者が所見を記入

目標

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

診
療

①

目標

期間終了後，被評価者が達成状況を記入

期間終了後，被評価者が達成状況を記入



様式第２号

【S】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

【A】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

【B】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

【C】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

【標準】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

【D】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

【E】
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考
推薦
順位

職　名 氏　名 備　考

部局名

　　　　年度　年俸制適用教員評価区分推薦書
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